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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年6月28日に提出いたしました第74期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）有価証券報告書の記載

事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

  第一部 企業情報 

  第4 提出会社の状況 

   6 コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

第一部【企業情報】 

  第4【提出会社の状況】 

   6【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(訂正前) 

（1）省略 

（2）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 

①会社の機関の内容 

当社は、監査役制度を採用しております。 

定款の定めにより当社取締役の定数は18名以内とされておりますが、当社取締役会は、平成19年3月31日現在、社外取締役4名を

含む、取締役16名で構成されております。月1回の定例開催に加え、迅速な業務の意思決定を図るため、臨時取締役会等を適宜開催

し、また、役付取締役を中心とした経営委員会を原則毎月1回開催することにより、経営執行の充実・強化に努めております。なお

取締役解任にあたっては、普通決議を特別決議とする定款の定めをいたしております。また、当社グループ全体の総合的な経営戦

略、経営方針を適切に策定し、グループの経営活動を機動的かつ効率的に推進するため、「塩水港精糖グループ会議」を設置して

おります。 

監査役会は、平成19年3月31日現在、監査役4名（社外監査役3名）で構成されており、原則月１回開催いたしております。監査役

は、毎回取締役会に出席し、適宜意見を表明することにより、取締役への監査牽制機能を果しております。 

  

(訂正後) 

（1）省略 

（2）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 

①会社の機関の内容 

当社は、監査役制度を採用しております。 

定款の定めにより当社取締役の定数は18名以内とされておりますが、当社取締役会は、平成19年3月31日現在、社外取締役4名を

含む、取締役16名で構成されております。月1回の定例開催に加え、迅速な業務の意思決定を図るため、臨時取締役会等を適宜開催

し、また、役付取締役を中心とした経営委員会を原則毎月1回開催することにより、経営執行の充実・強化に努めております。取締

役の選任については、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の１以上を有する株主が出席し、その議決の過半数をもっ

て行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。取締役解任につい

ては、普通決議を特別決議とする旨を定款に定めおります。また当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によっ

て同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することが出来る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に

応じた機動的な資本政策を可能とするためであります。 

なお、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することが出来る

株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。 

また、当社グループ全体の総合的な経営戦略、経営方針を適切に策定し、グループの経営活動を機動的かつ効率的に推進するた

め、「塩水港精糖グループ会議」を設置しております。 

監査役会は、平成19年3月31日現在、監査役4名（社外監査役3名）で構成されており、原則月１回開催いたしております。監査役

は、毎回取締役会に出席し、適宜意見を表明することにより、取締役への監査牽制機能を果しております。 
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